
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○商品券換金手数料 なし！  

○500円券 10枚綴を、4,000円で販売します。（２５％のプレミアム）  

○商品券取扱店として、店舗名・所在地を無料掲載し商品券購入対象者全員 

に配布します。 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１０月から消費税率が１０％に引き上げられることに伴い、低所得者・子育て世帯の

消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的とし

た国の景気対策です。住民、会員の皆様にとっても「魅力的な商品券」にするためにも、多数

の会員店舗等のご参加をお願いいたします 

 

＊募集期日：令和元年８月７日（水） 

 
 

＊お申込み：別添取扱店希望申込書をご記入のうえ、 

大山崎町商工会まで（☎956－4600） 

ＦＡＸ（☎956－4601）または、ご持参下さい。 

 

お店のアイデアづくりで、魅力アップ 
   お客さんを掴まえて、売上アップを 
             実現しましょう！ 

 

発行額 最大 1億円！！ 

（購入対象者 約４，０００人）令和元年５月末現在 



 

商品券概要 

 プレミアム率＝25％ 

 購入対象者 

【低所得者分】 

２０１９年１月１日時点の大山崎町の住民のうち、２０１９年度の住民税非課税者（住民税

非課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除く。） 

【子育て世帯分】 

２０１６年４月２日から２０１９年９月３０日までに生まれた子が属する世帯の世帯主 

 1セット 500 円券×10枚綴り。4,000 円で 5,000円分のお買い物ができます。 

 1セットあたりの価格＝4,000円  ５冊まで購入可能 

 令和元年１０月１日（火）～令和２年２月２８日（金）まで販売。 

利用期間 

 令和元年１０月１日（火）～令和２年２月２９日（土） 

使用可能店  

 大山崎町内等に所在する取扱店として登録いただいた事業所に限る。 

商品券換金手数料 

 なし。 

商品券利用注意事項 

 商品券裏面に記載します。 

 お客様が商品券を使用される際は、お釣りは出さないようにお願いします。 

 登録事業者が受取った商品券の自己支払への充当不可など 

商品券の換金 

 原則、月１回を予定しています。 

（毎月末日締 →  翌月５日支払）：左記期日は、商工会の営業日処理となります。 

最終換金締日 令和２年３月１３日 (金) 

 

スケジュール（予定） 

 

７月上旬  ：取扱店の募集案内（会員・非会員） 

       広報７月号にて取扱店募集案内 

８月下旬  ：取扱店の確定 

商品券取扱の説明（取扱店への登録証明書、資料送付など）  

１０月 １日：商品券の引換販売開始 

商品券使用開始 

１１月１５日：商品券換金開始〈口座振込〉 

換金スケジュールは追ってご連絡いたします。 

 


